
令和元年第２回定例会（６月議会）

予算及び付託議案審査関係資料

令和元年６月１０日

企 画 振 興 部

【予算関係】

・・・市 町 村 課 先導的「市町村間連携」促進事業について（新規） １

【議案関係】

市 町 村 課 「特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一

・・・部を改正する条例案」について（議案第１３７号） ２



- 1 -

先導的「市町村間連携」促進事業について（新規）

市町村課

１ 事業目的

人口減少社会において、将来にわたって行政サービスを維持していくためには、市町

村同士の連携を強化していく必要があることから、県内３地域に「地域連携研究会」を

立ち上げ、調査研究を行うとともに、連携促進に向けた機運醸成を図る。

２ 事業内容

（１）市町村間連携促進調査研究事業

① 調査研究の実施

・ 事務の共同処理等の可能性を探るため、データ分析による事務量の「見える化」

を行い、事務処理体制の再構築等について検討する。

・ 公共施設の現状分析、将来の人口や利用者数を踏まえたシミュレーション等を

行い、市町村の区域を越えた公共施設の相互利用等について検討する。

② 有識者会議の開催

大学教員等の専門家で構成する有識者会議を開催し、市町村間の連携促進に向け

た提言等を行う。

（２）市町村間連携促進に向けた機運醸成事業

市町村長、議会議員、地域住民等を対象とした広域連携セミナー（仮称）を県内３

地域（県北、県央、県南）で開催する。

３ 予算額

２４，９９４千円（ ２４，９９４千円） ：新たな広域連携促進事業

（１）市町村間連携促進調査研究事業 ２０，８１４千円

報償費、旅費及び使用料 ８１４千円

委託料 ２０，０００千円

（２）市町村間連携促進に向けた機運醸成事業 ４，１８０千円

委託料 ４，１８０千円
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「特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例案」について

(議案第１３７号)

市町村課

１ 改正理由

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正により、選挙管理委員会

の委員等の報酬額を引き上げる必要がある。

２ 改正内容

選挙管理委員会の委員等の報酬額を引き上げることとする。（別表関係）

区 分
報 酬 額 （ 日 額 ）

改 正 前 改 正 後

臨時に補充された者 １０，６００円 １０，８００円

選 挙 長 １０，６００円 １０，８００円

選 挙 分 会 長 １０，６００円 １０，８００円

選 挙 立 会 人 ８，８００円 ８，９００円

※ 「臨時に補充された者」とは、選挙管理委員会の定足数（３人）を充足するため、

臨時に委員に充てられた補充員をいう。

３ 施行期日等

（１）この条例は、公布の日から施行することとする。

（２）この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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